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地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

新
旧
対
照
条
文

◎
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条

第
七
条
）

－

第
二
章

京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
（
第
八
条
・
第
九
条
）

第
三
章

地
球
温
暖
化
対
策
推
進
本
部
（
第
十
条

第
十
九
条
）

－

第
四
章

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
の
た
め
の
施
策
（
第
二
十
条

第

－

二
十
七
条
）

第
五
章

森
林
等
に
よ
る
吸
収
作
用
の
保
全
等
（
第
二
十
八
条
）

第
六
章

雑
則
（
第
二
十
九
条

第
三
十
二
条
）

－

附
則

第
一
章

総
則

（
目
的
）

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
地
球
温
暖
化
が
地
球
全
体
の
環
境
に
深
刻
な
影
響
を
及

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
地
球
温
暖
化
が
地
球
全
体
の
環
境
に
深
刻
な
影
響
を
及

ぼ
す
も
の
で
あ
り
、
気
候
系
に
対
し
て
危
険
な
人
為
的
干
渉
を
及
ぼ
す
こ
と
と

ぼ
す
も
の
で
あ
り
、
気
候
変
動
に
関
す
る
国
際
連
合
枠
組
条
約
及
び
気
候
変
動

な
ら
な
い
水
準
に
お
い
て
大
気
中
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
濃
度
を
安
定
化
さ
せ
地

に
関
す
る
国
際
連
合
枠
組
条
約
第
三
回
締
約
国
会
議
の
経
過
を
踏
ま
え
、
気
候

球
温
暖
化
を
防
止
す
る
こ
と
が
人
類
共
通
の
課
題
で
あ
り
、
す
べ
て
の
者
が
自

系
に
対
し
て
危
険
な
人
為
的
干
渉
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
ら
な
い
水
準
に
お
い
て
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主
的
か
つ
積
極
的
に
こ
の
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
か
ん

大
気
中
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
濃
度
を
安
定
化
さ
せ
地
球
温
暖
化
を
防
止
す
る
こ

が
み
、
地
球
温
暖
化
対
策
に
関
し
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
事
業
者
及
び
国
民

と
が
人
類
共
通
の
課
題
で
あ
り
、
す
べ
て
の
者
が
自
主
的
か
つ
積
極
的
に
こ
の

の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
気
候
変
動
に
関
す
る
国
際
連
合
枠
組
条

課
題
に
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
地
球
温
暖
化
対
策

約
の
京
都
議
定
書
（
以
下
「
京
都
議
定
書
」
と
い
う
。
）
の
的
確
か
つ
円
滑
な

に
関
し
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
事
業
者
及
び
国
民
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る

実
施
を
確
保
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
を
図
り
、
も
っ

と
と
も
に
、
地
球
温
暖
化
対
策
に
関
す
る
基
本
方
針
を
定
め
る
こ
と
等
に
よ
り

て
現
在
及
び
将
来
の
国
民
の
健
康
で
文
化
的
な
生
活
の
確
保
に
寄
与
す
る
と
と

、
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
を
図
り
、
も
っ
て
現
在
及
び
将
来
の
国
民
の
健
康

も
に
人
類
の
福
祉
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

で
文
化
的
な
生
活
の
確
保
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
人
類
の
福
祉
に
貢
献
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
地
球
温
暖
化
対
策
」
と
は
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
地
球
温
暖
化
対
策
」
と
は
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出

の
抑
制
並
び
に
吸
収
作
用
の
保
全
及
び
強
化
（
以
下
「
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出

の
抑
制
並
び
に
動
植
物
に
よ
る
二
酸
化
炭
素
の
吸
収
作
用
の
保
全
及
び
強
化
（

の
抑
制
等
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
国
際
的
に
協
力
し
て
地
球
温
暖
化
の
防
止

以
下
「
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
国
際
的
に

を
図
る
た
め
の
施
策
を
い
う
。

協
力
し
て
地
球
温
暖
化
の
防
止
を
図
る
た
め
の
施
策
を
い
う
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

５

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
温
室
効
果
ガ
ス
の
総
排
出
量
」
と
は
、
温
室
効
果
ガ

５

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
温
室
効
果
ガ
ス
の
総
排
出
量
」
と
は
、
温
室
効
果
ガ

ス
で
あ
る
物
質
ご
と
に
政
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
当
該
物
質
の

ス
た
る
物
質
ご
と
に
政
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
当
該
物
質
の
排

排
出
量
に
当
該
物
質
の
地
球
温
暖
化
係
数
（
温
室
効
果
ガ
ス
た
る
物
質
ご
と
に

出
量
に
当
該
物
質
の
地
球
温
暖
化
係
数
（
温
室
効
果
ガ
ス
た
る
物
質
ご
と
に
地

地
球
の
温
暖
化
を
も
た
ら
す
程
度
の
二
酸
化
炭
素
に
係
る
当
該
程
度
に
対
す
る

球
の
温
暖
化
を
も
た
ら
す
程
度
の
二
酸
化
炭
素
に
係
る
当
該
程
度
に
対
す
る
比

比
を
示
す
数
値
と
し
て
国
際
的
に
認
め
ら
れ
た
知
見
に
基
づ
き
政
令
で
定
め
る

を
示
す
数
値
と
し
て
国
際
的
に
認
め
ら
れ
た
知
見
に
基
づ
き
政
令
で
定
め
る
係

係
数
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
量
の
合
計
量
を
い
う
。

数
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
量
の
合
計
量
を
い
う
。
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（
国
の
責
務
）

（
国
の
責
務
）

第
三
条

国
は
、
大
気
中
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
濃
度
変
化
の
状
況
並
び
に

第
三
条

国
は
、
大
気
中
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
濃
度
変
化
の
状
況
並
び
に

こ
れ
に
関
連
す
る
気
候
の
変
動
及
び
生
態
系
の
状
況
を
把
握
す
る
た
め
の
観
測

こ
れ
に
関
連
す
る
気
候
の
変
動
及
び
生
態
系
の
状
況
を
把
握
す
る
た
め
の
観
測

及
び
監
視
を
行
う
と
と
も
に
、
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
地
球
温
暖
化
対
策
を
策

及
び
監
視
を
行
う
と
と
も
に
、
総
合
的
な
地
球
温
暖
化
対
策
を
策
定
し
、
及
び

定
し
、
及
び
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

国
は
、
自
ら
の
事
務
及
び
事
業
に
関
し
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等

３

国
は
、
自
ら
の
事
務
及
び
事
業
に
関
し
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等

の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
の
た

の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
の
た

め
の
地
方
公
共
団
体
の
施
策
を
支
援
し
、
及
び
事
業
者
、
国
民
又
は
こ
れ
ら
の

め
の
地
方
公
共
団
体
の
施
策
を
支
援
し
、
及
び
事
業
者
、
国
民
又
は
こ
れ
ら
の

者
の
組
織
す
る
民
間
の
団
体
（
以
下
「
民
間
団
体
等
」
と
い
う
。
）
が
温
室
効

者
の
組
織
す
る
民
間
の
団
体
（
第
五
項
に
お
い
て
「
民
間
団
体
等
」
と
い
う
。

果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
に
関
し
て
行
う
活
動
の
促
進
を
図
る
た
め
、
技
術
的

）
が
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
に
関
し
て
行
う
活
動
の
促
進
を
図
る
た

な
助
言
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

め
、
技
術
的
な
助
言
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）

（
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
等
の
算
定
等
）

第
七
条

政
府
は
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
及
び
吸
収
に
関
し
、
気
候
変
動
に
関

す
る
国
際
連
合
枠
組
条
約
第
四
条
１

に
規
定
す
る
目
録
及
び
京
都
議
定
書
第

七
条
１
に
規
定
す
る
年
次
目
録
を
作
成
す
る
た
め
、
毎
年
、
我
が
国
に
お
け
る

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
及
び
吸
収
量
を
算
定
し
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。
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第
二
章

京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画

（
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
）

（
基
本
方
針
並
び
に
政
府
の
事
務
及
び
事
業
に
関
す
る
実
行
計
画
等
）

第
八
条

政
府
は
、
京
都
議
定
書
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
約
束
を
履
行
す
る
た

第
七
条

政
府
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た

め
に
必
要
な
目
標
の
達
成
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計

め
、
地
球
温
暖
化
対
策
に
関
す
る
基
本
方
針
（
以
下
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。

画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の

２

基
本
方
針
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

温
室
効
果
ガ
ス
で
あ
る
物
質
の
種
類
そ
の
他
の
区
分
ご
と
の
温
室
効
果
ガ

ス
の
排
出
の
抑
制
及
び
吸
収
の
量
に
関
す
る
目
標

四

前
号
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
の
実
施
に
関
す
る
目
標

五

前
号
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
施
策

に
関
す
る
事
項

六
・
七

（
略
）

三
・
四

（
略
）

八

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
地
球
温
暖
化
対
策
に
関
す
る
重
要
事
項

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
地
球
温
暖
化
対
策
に
関
す
る
基
本
的
事

項

３

内
閣
総
理
大
臣
は
、
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
の
案
に
つ
き
閣
議
の
決
定

３

環
境
大
臣
は
、
基
本
方
針
の
案
を
作
成
し
、
閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば

を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

４

環
境
大
臣
は
、
基
本
方
針
の
案
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ

め
、
関
係
行
政
機
関
の
長
と
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
閣
議
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、

５

環
境
大
臣
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
閣
議
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
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遅
滞
な
く
、
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

滞
な
く
、
基
本
方
針
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

前
三
項
の
規
定
は
、
基
本
方
針
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
の
変
更
）

第
九
条

政
府
は
、
平
成
十
六
年
及
び
平
成
十
九
年
に
お
い
て
、
我
が
国
に
お
け

る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
及
び
吸
収
の
量
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て

、
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
に
定
め
ら
れ
た
目
標
及
び
施
策
に
つ
い
て
検
討

を
加
え
る
も
の
と
す
る
。

２

政
府
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
検
討
の
結
果
に
基
づ
き
、
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
速
や
か
に
、
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
を
変
更
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３

前
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
の
変
更

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
章

地
球
温
暖
化
対
策
推
進
本
部

（
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
本
部
の
設
置
）

第
十
条

地
球
温
暖
化
対
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
、
内
閣
に

、
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
本
部
（
以
下
「
本
部
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

（
所
掌
事
務
）

第
十
一
条

本
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。
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一

京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
の
案
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。

二

京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
の
実
施
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

（
組
織
）

第
十
二
条

本
部
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
本
部
長
、
地
球
温
暖
化
対
策
推
進

副
本
部
長
及
び
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
本
部
員
を
も
っ
て
組
織
す
る
。

（
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
本
部
長
）

第
十
三
条

本
部
の
長
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
本
部
長
（
以
下
「
本
部
長
」

と
い
う
。
）
と
し
、
内
閣
総
理
大
臣
を
も
っ
て
充
て
る
。

２

本
部
長
は
、
本
部
の
事
務
を
総
括
し
、
所
部
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

（
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
副
本
部
長
）

第
十
四
条

本
部
に
、
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
副
本
部
長
（
以
下
「
副
本
部
長
」

と
い
う
。
）
を
置
き
、
内
閣
官
房
長
官
、
環
境
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
を
も

っ
て
充
て
る
。

２

副
本
部
長
は
、
本
部
長
の
職
務
を
助
け
る
。

（
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
本
部
員
）

第
十
五
条

本
部
に
、
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
本
部
員
（
以
下
「
本
部
員
」
と
い

う
。
）
を
置
く
。

２

本
部
員
は
、
本
部
長
及
び
副
本
部
長
以
外
の
す
べ
て
の
国
務
大
臣
を
も
っ
て
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充
て
る
。

（
幹
事
）

第
十
六
条

本
部
に
、
幹
事
を
置
く
。

２

幹
事
は
、
関
係
行
政
機
関
の
職
員
の
う
ち
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す

る
。

３

幹
事
は
、
本
部
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
、
本
部
長
、
副
本
部
長
及
び
本
部
員

を
助
け
る
。

（
事
務
）

第
十
七
条

本
部
に
関
す
る
事
務
は
、
内
閣
官
房
に
お
い
て
処
理
し
、
命
を
受
け

て
内
閣
官
房
副
長
官
補
が
掌
理
す
る
。

（
主
任
の
大
臣
）

第
十
八
条

本
部
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
内
閣
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

五
号
）
に
い
う
主
任
の
大
臣
は
、
内
閣
総
理
大
臣
と
す
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
十
九
条

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
本
部
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

政
令
で
定
め
る
。

第
四
章

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
の
た
め
の
施
策
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（
地
方
公
共
団
体
の
施
策
）

第
二
十
条

都
道
府
県
及
び
市
町
村
は
、
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
を
勘
案
し

、
そ
の
区
域
の
自
然
的
社
会
的
条
件
に
応
じ
て
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑

制
等
の
た
め
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
よ
う

に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
地
方
公
共
団
体
の
事
務
及
び
事
業
に
関
す
る
実
行
計
画
等
）

（
地
方
公
共
団
体
の
事
務
及
び
事
業
に
関
す
る
実
行
計
画
等
）

第
二
十
一
条

都
道
府
県
及
び
市
町
村
は
、
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
に
即
し

第
八
条

都
道
府
県
及
び
市
町
村
は
、
基
本
方
針
に
即
し
て
、
当
該
都
道
府
県
及

て
、
当
該
都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
事
務
及
び
事
業
に
関
し
、
温
室
効
果
ガ
ス

び
市
町
村
の
事
務
及
び
事
業
に
関
し
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
の
た

の
排
出
の
抑
制
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

め
の
措
置
に
関
す
る
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
実
行
計
画
」
と
い
う
。

実
行
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
す
る
も
の
と
す
る
。

）
を
策
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
事
業
者
の
事
業
活
動
に
関
す
る
計
画
等
）

（
事
業
者
の
事
業
活
動
に
関
す
る
計
画
等
）

第
二
十
二
条

事
業
者
は
、
そ
の
事
業
活
動
に
関
し
、
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計

第
九
条

事
業
者
は
、
そ
の
事
業
活
動
に
関
し
、
基
本
方
針
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

画
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
留
意
し
つ
つ
、
単
独
に
又
は
共
同
し
て
、
温
室
効
果
ガ

留
意
し
つ
つ
、
単
独
に
又
は
共
同
し
て
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
の

ス
の
排
出
の
抑
制
等
の
た
め
の
措
置
（
他
の
者
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑

た
め
の
措
置
（
他
の
者
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
に
寄
与
す
る
た
め

制
等
に
寄
与
す
る
た
め
の
措
置
を
含
む
。
）
に
関
す
る
計
画
を
作
成
し
、
公
表

の
措
置
を
含
む
。
）
に
関
す
る
計
画
を
作
成
し
、
公
表
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ

す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
計
画
の
作
成
及
び
公
表
を
行
っ
た
事
業
者
は
、
京
都
議
定
書
目
標
達

２

前
項
の
計
画
の
作
成
及
び
公
表
を
行
っ
た
事
業
者
は
、
基
本
方
針
の
定
め
る

成
計
画
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
留
意
し
つ
つ
、
単
独
に
又
は
共
同
し
て
、
同
項
の

と
こ
ろ
に
留
意
し
つ
つ
、
単
独
に
又
は
共
同
し
て
、
同
項
の
計
画
に
係
る
措
置
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計
画
に
係
る
措
置
の
実
施
の
状
況
を
公
表
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

の
実
施
の
状
況
を
公
表
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

（
地
球
温
暖
化
防
止
活
動
推
進
員
）

（
地
球
温
暖
化
防
止
活
動
推
進
員
）

第
二
十
三
条

（
略
）

第
十
条

（
略
）

２

地
球
温
暖
化
防
止
活
動
推
進
員
は
、
次
に
掲
げ
る
活
動
を
行
う
。

２

地
球
温
暖
化
防
止
活
動
推
進
員
は
、
次
に
掲
げ
る
活
動
を
行
う
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

住
民
に
対
し
、
そ
の
求
め
に
応
じ
日
常
生
活
に
関
す
る
温
室
効
果
ガ
ス
の

二

住
民
に
対
し
、
そ
の
求
め
に
応
じ
日
常
生
活
に
関
す
る
温
室
効
果
ガ
ス
の

排
出
の
抑
制
等
の
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
調
査
を
行
い
、
当
該
調
査
に
基
づ

排
出
の
抑
制
等
の
た
め
必
要
な
助
言
を
す
る
こ
と
。

く
指
導
及
び
助
言
を
す
る
こ
と
。

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

（
都
道
府
県
地
球
温
暖
化
防
止
活
動
推
進
セ
ン
タ
ー
）

（
都
道
府
県
地
球
温
暖
化
防
止
活
動
推
進
セ
ン
タ
ー
）

第
二
十
四
条

都
道
府
県
知
事
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
に
関
す
る
普
及
啓
発
を
行

第
十
一
条

都
道
府
県
知
事
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
に
関
す
る
普
及
啓
発
を
行
う

う
こ
と
等
に
よ
り
地
球
温
暖
化
の
防
止
に
寄
与
す
る
活
動
の
促
進
を
図
る
こ
と

こ
と
等
に
よ
り
地
球
温
暖
化
の
防
止
に
寄
与
す
る
活
動
の
促
進
を
図
る
こ
と
を

を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三

目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十

十
四
条
の
法
人
又
は
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第

四
条
の
法
人
で
あ
っ
て
、
次
項
に
規
定
す
る
事
業
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ

二
条
第
二
項
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人
で
あ
っ
て
、
次
項
に
規
定
す
る
事
業
を

と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
都
道
府
県
に
一
を

適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に

限
っ
て
、
都
道
府
県
地
球
温
暖
化
防
止
活
動
推
進
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
都
道
府

よ
り
、
都
道
府
県
に
一
を
限
っ
て
、
都
道
府
県
地
球
温
暖
化
防
止
活
動
推
進
セ

県
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ン
タ
ー
（
以
下
「
都
道
府
県
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
と
し
て
指
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
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２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）

（
全
国
地
球
温
暖
化
防
止
活
動
推
進
セ
ン
タ
ー
）

（
全
国
地
球
温
暖
化
防
止
活
動
推
進
セ
ン
タ
ー
）

第
二
十
五
条

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）

（
地
球
温
暖
化
対
策
地
域
協
議
会
）

第
二
十
六
条

地
方
公
共
団
体
、
都
道
府
県
セ
ン
タ
ー
、
地
球
温
暖
化
防
止
活
動

推
進
員
、
事
業
者
、
住
民
そ
の
他
の
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
を
図
る
た
め
の

活
動
を
行
う
者
は
、
日
常
生
活
に
関
す
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
に

関
し
必
要
と
な
る
べ
き
措
置
に
つ
い
て
協
議
す
る
た
め
、
地
球
温
暖
化
対
策
地

域
協
議
会
（
以
下
「
地
域
協
議
会
」
と
い
う
。
）
を
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
る

。
２

前
項
の
協
議
を
行
う
た
め
の
会
議
に
お
い
て
協
議
が
調
っ
た
事
項
に
つ
い
て

は
、
地
域
協
議
会
の
構
成
員
は
、
そ
の
協
議
の
結
果
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
地
域
協
議
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
地
域
協
議
会
が
定
め
る
。

（
環
境
大
臣
に
よ
る
地
球
温
暖
化
防
止
活
動
の
促
進
）

第
二
十
七
条

環
境
大
臣
は
、
全
国
セ
ン
タ
ー
、
地
方
公
共
団
体
、
地
域
協
議
会

そ
の
他
関
係
団
体
と
連
携
を
図
り
つ
つ
、
地
球
温
暖
化
の
現
状
及
び
地
球
温
暖

化
対
策
に
関
す
る
知
識
の
普
及
並
び
に
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
を
図
る
た
め



-11-

の
活
動
の
促
進
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
五
章

森
林
等
に
よ
る
吸
収
作
用
の
保
全
等

第
二
十
八
条

政
府
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
に
定

め
ら
れ
た
温
室
効
果
ガ
ス
の
吸
収
の
量
に
関
す
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
、
森

林
・
林
業
基
本
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
第
十
一
条
第
一
項

に
規
定
す
る
森
林
・
林
業
基
本
計
画
そ
の
他
の
森
林
の
整
備
及
び
保
全
又
は
緑

地
の
保
全
及
び
緑
化
の
推
進
に
関
す
る
計
画
に
基
づ
き
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
吸

収
作
用
の
保
全
及
び
強
化
を
図
る
も
の
と
す
る
。

第
六
章

雑
則

（
措
置
の
実
施
の
状
況
の
把
握
等
）

第
二
十
九
条

政
府
は
、
地
方
公
共
団
体
及
び
民
間
団
体
等
が
温
室
効
果
ガ
ス
の

排
出
の
抑
制
等
の
た
め
の
措
置
（
他
の
者
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等

に
寄
与
す
る
た
め
の
措
置
を
含
む
。
）
の
実
施
の
状
況
を
自
ら
把
握
し
、
及
び

評
価
す
る
こ
と
に
資
す
る
た
め
、
把
握
及
び
評
価
の
手
法
の
開
発
並
び
に
そ
の

成
果
の
普
及
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
温
室
効
果
ガ
ス
の
総
排
出
量
の
公
表
）

第
十
三
条

政
府
は
、
毎
年
、
我
が
国
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
総
排
出
量
を
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算
定
し
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す

る
。

（
関
係
行
政
機
関
の
協
力
）

（
関
係
行
政
機
関
の
協
力
）

第
三
十
条

（
略
）

第
十
四
条

（
略
）

（
経
過
措
置
）

（
経
過
措
置
）

第
三
十
一
条

（
略
）

第
十
五
条

（
略
）

（
罰
則
）

（
罰
則
）

第
三
十
二
条

第
二
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下

第
十
六
条

第
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰

の
罰
金
に
処
す
る
。

金
に
処
す
る
。

附

則

附

則

（
施
行
期
日
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に

お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
、
第
二
条
第
一

お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
、
第
二
条
第
一

項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
は
、
公
布

項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
並
び
に
附
則
第
三

の
日
か
ら
施
行
す
る
。

条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
検
討
）

（
検
討
）
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第
二
条

政
府
は
、
京
都
議
定
書
第
六
条
１
に
規
定
す
る
事
業
、
京
都
議
定
書
第

第
二
条

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
以
内
に
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状

十
二
条
１
に
規
定
す
る
低
排
出
型
の
開
発
の
制
度
及
び
京
都
議
定
書
第
十
七
条

況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も

に
規
定
す
る
排
出
量
取
引
を
活
用
す
る
た
め
の
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討

の
と
す
る
。

を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
環
境
庁
設
置
法
の
一
部
改
正
）

第
三
条

政
府
は
、
平
成
十
七
年
ま
で
に
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て

第
三
条

環
境
庁
設
置
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
六
号
の
二
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六
の
三

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百

十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
。

【
参
考
】

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
附
則

附

則

こ
の
法
律
は
、
気
候
変
動
に
関
す
る
国
際
連
合
枠
組
条
約
の
京
都
議
定
書
が

日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
六
条
を

第
三
十
二
条
と
し
、
第
十
五
条
を
第
三
十
一
条
と
し
、
第
十
四
条
を
第
三
十
条

と
す
る
改
正
規
定
、
第
十
二
条
の
次
に
二
条
、
一
章
、
章
名
及
び
一
条
を
加
え

る
改
正
規
定
（
第
二
十
六
条
、
第
二
十
七
条
及
び
第
二
十
九
条
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
並
び
に
第
十
一
条
及
び
第
十
条
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施

行
す
る
。


